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当社及び連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしまし

たので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号の規

定に基づき平成25年８月13日付で臨時報告書を提出し、また平成25年８月21日付で金融商品取引法第24条の５第５項に

おいて準用する同法第７条第１項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出しておりますが、当社連結子会社で

あるタカラバイオ株式会社の株式の一部売出しに関し、追加的に同社普通株式を取得する権利（以下「グリーンシュー

オプション」という）を付与された野村證券株式会社より、平成25年９月12日に1,650,000株のグリーンシューオプシ

ョンを行使する旨の通知があり、売却株式数が確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第５項において準用

する同法第７条第１項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

２ 報告内容

（２）当該事象の内容

（３）当該事象の損益及び連結損益に与える影響額

訂正箇所は を付しております。

２ 報告内容

（２）当該事象の内容

（訂正前）

なお、上記の売出しとは別に引受証券会社の代表者である野村證券株式会社が、需要状況を勘案し、当社

から借入れるタカラバイオ株式会社普通株式1,650,000株を上限として、オーバーアロットメントによる売出

しが行われる予定であります。これに関連して、当社は、野村證券株式会社に対し、1,650,000株を上限とし

て、タカラバイオ株式会社普通株式を当社から追加的に取得する権利（グリーンシューオプション）を付与

する予定であります。

（訂正後）

なお、上記の売出しとは別に引受証券会社の代表者である野村證券株式会社が、需要状況を勘案し、当社

から借入れるタカラバイオ株式会社普通株式1,650,000株を上限として、オーバーアロットメントによる売出

しが行われました。これに関連して、当社は、野村證券株式会社に対し、1,650,000株を上限として、タカラ

バイオ株式会社普通株式を当社から追加的に取得する権利（グリーンシューオプション）を付与し、

1,650,000株のグリーンシューオプションを行使する旨の通知がありました。

（３）当該事象の損益及び連結損益に与える影響額

（訂正前）

当該事象に伴い、平成26年３月期第２四半期の連結財務諸表に関係会社株式売却益69億円を、個別財務諸

表に関係会社株式売却益77億円を、特別利益としてそれぞれ計上する予定であります。

なお、上記の特別利益の計上見込額は、当社が所有するタカラバイオ株式会社の普通株式5,000,000株の売

出しによるものであり、オーバーアロットメントによる売出し分（上限1,650,000株）は含んでおりません。

（訂正後）

当該事象に伴い、平成26年３月期第２四半期の連結財務諸表に関係会社株式売却益92億円を、個別財務諸

表に関係会社株式売却益103億円を、特別利益としてそれぞれ計上する予定であります。

なお、上記の特別利益の計上見込額は、当社が所有するタカラバイオ株式会社の普通株式5,000,000株の売

出しによるものと、オーバーアロットメントによる売出しに伴う売却株式1,650,000株によるものでありま

す。

以 上

１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

２【訂正事項】

３【訂正内容】


